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平
安
前
期
の
三
河
国
に
お
け
る
富
豪
層

海
老
沢　

和　

子

は
じ
め
に

　

平
安
期
に
お
け
る
地
方
変
化
の
際
立
っ
た
特
徴
は
、
都
の
院
宮
王
臣
家
お
よ
び
諸
司
と
結
び
つ
い
た
富
豪
層
の
経
済
的
成
長
に
あ
る
と

さ
れ
る
。
彼
ら
は
律
令
制
を
転
換
さ
せ
た
農
村
に
お
け
る
潜
在
勢
力
の
中
心
と
な
り
、
九
世
紀
の
朝
廷
に
よ
っ
て
「
富
豪
之
輩
」
と
呼
ば

れ
た
。
こ
の
「
富
豪
之
輩
」
の
成
長
を
軸
に
古
代
社
会
か
ら
中
世
社
会
へ
の
転
換
を
論
じ
た
研
究
と
し
て
戸
田
芳
実
氏
の
論
文
が
あ（

１
）る。

戸
田
氏
に
よ
れ
ば
、
八
世
紀
末
頃
か
ら
台
頭
し
た
富
豪
層
は
、
都
の
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
と
結
び
つ
き
、
大
量
の
稲
穀
な
ど
動
産
を
蓄
積

運
用
し
つ
つ
、
生
産
者
を
代
表
し
て
国
衙
へ
の
納
税
を
請
負
う
階
層
で
あ
る
。
な
か
で
も
「
富
豪
浪
人
」
は
、
積
極
的
に
編
戸
か
ら
離
脱

し
た
浪
人
層
で
あ
り
、
律
令
国
家
の
直
接
的
規
制
を
う
け
ず
に
独
自
の
経
営
を
展
開
す
る
存
在
と
し
て
、
地
方
制
度
を
変
容
さ
せ
る
の
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
わ
れ（

２
）る。

こ
の
よ
う
な
富
豪
層
と
都
の
貴
顕
と
の
私
的
結
合
は
、
九
世
紀
末
以
降
、
諸
国
で
さ
ら
に
増
加

し
た
。
彼
ら
は
都
の
貴
顕
の
権
威
を
盾
に
、
直
接
生
産
者
を
率
い
て
国
衙
に
抵
抗
し
、
律
令
政
治
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
朝
廷
に
政
治
的

危
機
す
ら
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
で
朝
廷
は
十
世
紀
初
頭
に
至
り
、
院
宮
王
臣
家
と
富
豪
層
の
私
的
隷
属
関
係
を
切
断
し
、
国
司
に
強
力
な

権
限
を
与
え
る
政
策
を
と
っ
た
。
し
か
し
東
国
を
中
心
と
す
る
地
域
で
は
、
党
の
蜂
起
・
反
乱
を
引
き
起
こ
す
な
ど
人
民
的
蜂
起
を
導
く

こ
と
に
な
っ
た
と
い（

３
）う。
こ
う
し
た
戸
田
氏
の
富
豪
層
論
は
、
今
日
の
研
究
に
お
い
て
も
通
説
の
位
置
を
保
っ
て
い
る
。
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富
豪
層
論
を
継
承
し
た
荒
木
敏
夫
氏
に
よ
る
と
、
十
世
紀
初
頭
の
三
河
国
で
見
出
せ
る
「
資
産
之
輩
」
は
、
三
河
国
に
お
け
る
九
世
紀

以
来
の
歴
史
的
展
開
の
な
か
で
生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い（

４
）う。

そ
の
発
端
は
貞
観
十
二
（
八
七
〇
）
年
十
二
月
二
十
五
日
太
政
官
符

（『
類
聚
三
代
格
』
巻
八
）
に
あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
諸
国
で
公
田
が
開
発
あ
る
い
は
再
開
発
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
官
符
に
よ
れ

ば
、
三
十
年
前
の
承
和
八
（
八
四
一
）
年
五
月
五
日
太
政
官
符
で
許
可
さ
れ
三
河
国
で
行
わ
れ
た
公
田
開
発
と
そ
れ
に
伴
う
勧
農
政
策
を

起
点
と
す（

５
）る。

　

こ
の
貞
観
十
二
年
官
符
に
引
用
さ
れ
る
承
和
八
年
官
符
に
よ
る
と
、「
三
河
国
は
本
来
、
水
・
土
の
便
宜
が
有
り
、
そ
の
た
め
官
田
と

し
て
国
有
地
の
開
発
に
努
め
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
頃
は
以
前
と
比
べ
国
力
も
衰
え
、
民
も
減
少
し
て
い
る
」
状
況
で
あ
る
。
天
長
元

（
八
二
四
）
年
八
月
二
十
日
格
に
よ
る
諸
国
で
の
荒
田
再
開
発
で
は
、
開
発
者
は
開
発
後
六
年
間
は
租
税
を
徴
収
さ
れ
な
い
が
、
六
年
未

満
に
死
亡
し
た
場
合
、
土
地
は
収
公
さ
れ
、
遺
族
は
開
発
費
用
分
に
あ
た
る
租
税
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
三
河
国
で

は
、
開
発
気
力
を
喚
起
さ
せ
る
目
的
で
、
開
発
者
が
六
年
未
満
に
死
亡
し
た
場
合
で
も
遺
族
に
租
税
を
免
除
す
る
公
田
開
発
を
行
う
申
請

を
し
、
許
可
さ
れ
た
。「
件
の
格
、
只
一
国
に
下
し
未
だ
諸
道
に
施
さ
ず
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
河
国
の
み
で
行
わ
れ
て
い
た
勧
農
政

策
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
が
貞
観
十
二
（
八
七
〇
）
年
に
は
、
五
畿
内
七
道
諸
国
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
の
ち
に
三
河
国
で
は
、

延
喜
二
（
九
〇
二
）
年
四
月
十
一
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
二
十
）
や
同
五
年
十
一
月
三
日
太
政
官
符
（『
同
』
巻
十
九
）
に
み

ら
れ
る
「
資
産
を
有
し
事
に
堪
う
べ
き
の
輩
」
が
中
央
の
権
威
と
の
結
合
に
よ
っ
て
国
務
対
捍
と
私
富
蓄
積
を
強
め
る
国
務
へ
の
妨
害
行

為
を
起
こ
し
て
い
る
。
荒
木
氏
に
よ
る
と
、
承
和
八
年
官
符
を
起
点
と
し
て
始
ま
る
勧
農
政
策
は
、「
三
河
国
守
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
実

験
的
に
三
河
で
施
行
さ
れ
、
成
果
が
出
た
こ
と
の
結
果
が
全
国
的
な
実
施
へ
と
つ
な
が
っ
た
」
と
評
価
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
国
守
の

勧
農
政
策
を
成
功
に
導
い
た
三
河
国
の
人
々
の
動
き
と
連
動
し
、
十
世
紀
の
国
務
遂
行
を
妨
げ
る
「
資
産
を
有
し
事
に
堪
う
べ
き
の
輩
」

を
便
宜
上
「
資
産
之
輩
」
と
呼
び
、
彼
ら
が
都
の
王
臣
家
お
よ
び
貴
族
と
の
私
的
結
合
を
作
り
出
す
要
因
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

さ
れ
て
い
る
。「
資
産
之
輩
」
は
「
富
豪
之
輩
」
と
も
呼
ば
れ
る
富
豪
層
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
よ
く
知
ら
れ
た
平
安
前
期
に
お
け

る
富
豪
層
の
成
長
は
、
十
世
紀
初
頭
の
三
河
国
で
典
型
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
承
和
八
年
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を
機
に
三
河
国
で
実
施
さ
れ
た
政
策
が
、
貞
観
十
二
年
に
全
国
的
な
政
策
へ
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
後
の
富
豪
層
の
増
加
に
つ
な

が
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い（

６
）る。

　

ま
た
、
承
和
八
年
官
符
に
み
ら
れ
る
三
河
国
で
の
国
力
の
衰
退
お
よ
び
人
口
減
少
は
、「
自
然
的
な
も
の
で
は
な
く
」
他
国
へ
の
流
出

や
戸
籍
制
度
の
形
骸
化
等
、
諸
事
情
に
よ
り
生
じ
た
面
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
な
ぜ
国
力
が
衰
え
、
民
が
他
国

へ
流
出
す
る
事
態
に
な
っ
た
か
、
具
体
的
な
点
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
前
提
で
あ（

７
）る。

　

こ
の
荒
木
氏
の
指
摘
さ
れ
る
三
河
国
で
の
人
口
減
少
が
、「
自
然
的
な
も
の
で
は
な
く
」
他
国
へ
の
人
口
流
出
や
戸
籍
制
度
の
形
骸
化

な
ど
諸
事
情
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
点
に
は
違
和
感
を
感
じ
る
。
承
和
八
年
官
符
が
あ
げ
る
三
河
国
の
国
力
の
衰
退
と
人
口
減
少
は
、
天
長

元
年
格
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
諸
国
で
の
公
田
再
開
発
の
結
果
で
も
あ
る
。
承
和
八
年
官
符
が
掲
げ
る
よ
う
な
六
年
分
の
租
税
免
除
の
枠
を

広
げ
た
だ
け
で
実
際
に
効
果
が
あ
り
、
全
国
規
模
で
の
政
策
実
施
に
つ
な
が
っ
た
と
す
れ
ば
三
河
国
以
外
の
国
で
も
、
承
和
八
（
八
四

一
）
年
か
ら
貞
観
十
二
（
八
七
〇
）
年
の
間
に
、
承
和
八
年
以
前
の
三
河
国
と
同
様
の
現
象
が
起
き
て
い
た
。
つ
ま
り
国
力
が
衰
退
し
人

口
が
減
少
し
て
い
た
、
と
み
ら
れ
る
。

　

三
河
国
で
の
国
力
衰
退
と
人
口
減
少
が
「
自
然
的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
す
れ
ば
、
朝
廷
が
国
家
を
支
配
す
る
う
え
で
の
国
力
の
衰
退

は
、
課
役
を
免
除
さ
れ
る
人
々
の
増
加
に
よ
る
徴
税
の
減
少
で
あ
り
、
人
口
減
少
は
律
令
制
支
配
か
ら
脱
却
し
た
人
々
の
増
加
と
も
捉
え

ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
承
和
八
年
以
前
、
つ
ま
り
九
世
紀
半
ば
以
前
に
三
河
国
で
国
力
を
衰
退
さ
せ
る
律
令
制
支
配
か
ら
脱
却
し
た
人
々

の
増
加
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
が
貞
観
十
二
年
ま
で
の
三
十
年
間
に
他
国
で
も
同
様
の
現
象
が
起
き
て
い
た
と
す

れ
ば
、
戸
田
氏
の
提
唱
さ
れ
た
九
世
紀
末
以
降
に
都
の
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
と
地
方
の
富
豪
層
が
私
的
結
合
を
増
や
す
と
い
う
富
豪
層
論

は
、
九
世
紀
半
ば
に
遡
る
こ
と
に
な
る
。
十
世
紀
初
頭
以
降
、
三
河
国
の
富
豪
層
が
国
務
遂
行
の
妨
げ
と
な
る
、
と
さ
れ
る
荒
木
氏
自
身

の
見
解
と
も
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
承
和
八
年
官
符
に
み
ら
れ
る
三
河
国
で
の
国
力
の
衰
退
お
よ
び
人
口
減
少
は
、
自
然
発
生
的
な
要
因
も

含
め
て
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
う
え
で
三
河
国
で
の
勧
農
政
策
が
行
わ
れ
た
経
緯
と
、
な
ぜ
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全
国
規
模
で
実
施
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
富
豪
層
が
全
国
的
に
増
加
し
地
方
制
度
を
変
容
さ
せ
る
ま
で
に
至
る
理
由
を
解

く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
富
豪
層
が
経
済
的
に
成
長
す
る
時
期
と
具
体
像
を
戸
田
氏
と
荒
木
氏
と
は
別
の
観
点
か
ら
論
証
さ
れ
た
亀
田
隆
之
氏
と
寺
内
浩

氏
、
西
別
府
元
日
氏
の
研
究
が
あ
る
。

　

亀
田
氏
は
、
富
豪
層
と
院
宮
王
臣
家
と
の
結
合
に
つ
い
て
、
畿
内
を
中
心
と
す
る
地
域
で
は
、
八
世
紀
前
半
か
ら
す
で
に
あ
り
、
院
宮

王
臣
家
が
山
林
原
野
を
占
有
し
、
諸
国
に
稲
を
蓄
え
て
百
姓
に
出
挙
を
行
い
、
そ
の
経
営
を
富
豪
層
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
、
と
い
う
。
朝

廷
が
取
締
り
の
対
象
と
し
た
の
は
旧
郡
司
層
や
こ
れ
に
匹
敵
す
る
上
層
農
民
、
下
級
の
位
階
を
帯
び
る
者
で
あ
っ
た
。
八
世
紀
後
半
の
延

暦
期
に
は
国
司
自
ら
が
阿
諛
追
従
し
院
宮
王
臣
家
と
結
託
す
る
こ
と
で
、
院
宮
王
臣
家
ら
に
違
法
行
為
を
さ
せ
て
い
る
と
し
て
厳
し
い
処

置
の
対
象
に
な
る
、
と
さ
れ
て
い（

８
）る。

　

寺
内
氏
に
よ
る
と
、
院
宮
王
臣
家
お
よ
び
諸
司
の
在
地
進
出
を
取
り
締
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
国
司
が
、
一
方
で
は
土
地
を
占
有
す
る
動

き
に
加
担
す
る
こ
と
か
ら
、
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
の
不
当
な
土
地
占
有
な
ど
を
禁
じ
た
法
令
と
、
そ
れ
を
黙
認
す
る
国
司
を
処
罰
す
る
規

定
が
み
ら
れ（

９
）る。
寛
平
か
ら
延
喜
初
年
に
は
厳
し
い
処
置
が
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
）
10
（
ず
、
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
と
国
司
と
の
つ
な
が
り

は
そ
の
後
も
続
い
て
い
た
、
と
さ
れ
）
11
（
る
。

　

ま
た
、
西
別
府
氏
は
親
王
へ
の
賜
田
に
つ
い
て
、
九
世
紀
中
頃
の
賜
田
と
い
う
土
地
経
営
か
ら
み
た
地
域
活
動
の
公
認
は
、
九
世
紀
後

半
の
諸
宮
・
王
臣
家
の
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
と
い
う
。
地
域
に
お
け
る
富
豪
層
相
互
間
の
政
治
的
・
経
済
的
争
い
が
、
中
央
王
臣
家
の

地
方
へ
の
進
出
と
結
合
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
）
12
（
る
。

　

以
上
の
先
学
に
よ
る
と
、
八
世
紀
前
半
か
ら
畿
内
で
は
院
宮
王
臣
家
と
富
豪
層
と
の
私
的
結
合
は
既
に
あ
り
、
延
暦
期
（
七
八
二
年
）

以
降
、
国
司
の
な
か
に
も
院
宮
王
臣
家
と
私
的
結
合
を
も
つ
者
が
現
わ
れ
る
。
一
方
、
九
世
紀
後
半
以
降
、
都
の
院
宮
王
臣
家
は
地
方
の

土
地
経
営
へ
の
関
心
を
強
め
て
い
く
と
い
う
推
移
が
み
て
と
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
九
世
紀
に
お
け
る
朝
廷
の
富
豪
層
に
対
す
る
政
策
に
注
目
し
、
官
符
等
に
記
さ
れ
る
諸
国
で
の
富
豪
層
の
取
締
り
が
行
わ
れ
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た
状
況
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
三
河
国
に
お
い
て
勧
農
政
策
が
開
始
さ
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
九
世
紀
の
三
河
国
で
勧
農
政
策

を
可
能
に
し
、
の
ち
に
全
国
規
模
で
実
施
さ
れ
る
要
因
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一　

「
浮
浪
」
の
実
態
に
つ
い
て

　

ま
ず
、
富
豪
層
で
あ
る
「
富
豪
之
輩
」
が
資
産
を
殖
や
し
都
の
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
と
結
び
つ
く
前
提
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
戸
田

氏
は
富
豪
浪
人
の
活
躍
に
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
を
内
包
す
る
「
浮
浪
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
状
態
を
指
す
の
か
。
律
令
制
下
に
お

い
て
編
戸
を
離
脱
す
る
「
浮
浪
」
に
対
し
、
朝
廷
が
講
じ
た
対
策
か
ら
「
浮
浪
」
の
実
態
を
み
て
お
き
た
い
。

　

和
銅
八
（
七
一
五
）
年
五
月
一
日
格
お
よ
び
養
老
五
（
七
二
一
）
年
四
月
二
十
七
日
）
13
（
格
で
は
、
八
世
紀
前
半
に
本
貫
か
ら
他
郷
に
移
り

課
役
を
逃
れ
る
者
を
浮
浪
人
と
し
て
問
題
視
し
て
い
る
。
そ
の
頃
の
対
応
と
し
て
は
逗
留
者
を
記
録
し
、
あ
る
い
は
元
の
本
貫
に
逓
送
し

て
い
る
。
ま
た
、
延
暦
四
（
七
八
五
）
年
十
二
月
九
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
八
）
に
は
、
大
宰
府
管
内
で
浮
浪
す
る
百
姓
は

調
庸
を
輸
さ
ず
、
課
役
を
逃
れ
る
た
め
に
日
向
か
ら
大
隅
や
薩
摩
に
逃
れ
る
者
が
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
延
暦
九
（
七
九

〇
）
年
の
東
北
の
蝦
夷
戦
争
で
は
「
土
人
・
浪
人
」「
王
臣
の
佃
使
」
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
協
力
体
制
を
と
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る

が
、
な
か
に
は
戦
争
に
協
力
し
な
い
「
富
饒
之
輩
」
や
軍
役
か
ら
離
れ
る
百
姓
が
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
）
14
（
る
。
軍
役
か
ら
離
れ
る
者

は
、
帰
郷
す
れ
ば
、
軍
役
に
連
れ
戻
さ
れ
た
と
考
え
る
と
浮
浪
人
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

八
世
紀
末
以
降
、
大
宰
府
管
内
で
は
管
外
か
ら
来
た
浮
浪
人
お
よ
び
任
期
が
満
了
し
て
も
留
住
す
る
官
人
と
そ
の
一
族
が
、
百
姓
の
生

業
を
妨
害
す
る
た
め
、
本
貫
に
返
す
か
留
住
を
願
う
場
合
は
編
入
さ
せ
る
よ
う
命
じ
て
い
）
15
（
る
。
元
慶
五
（
八
八
一
）
年
に
は
遠
江
国
磐
田

郡
山
裏
に
帳
外
の
浪
人
が
百
人
も
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、
彼
ら
を
施
薬
院
の
寄
留
と
し
当
院
に
紙
を
貢
納
す
る
よ
う
命
じ
）
16
（
た
。
浮
浪
人
の

家
族
が
増
加
し
、
あ
る
い
は
世
代
が
変
わ
り
集
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
み
ら
れ
、
編
戸
を
加
え
る
事
例
が
増
え
る
。
ま
た
、
弘
仁

二
（
八
一
一
）
年
八
月
十
一
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
七
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
災
害
に
よ
り
土
地
を
失
っ
た
人
々
が
浮
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浪
人
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
弘
仁
十
四
（
八
二
三
）
年
に
も
大
宰
府
管
内
で
、
洪
水
と
大
旱
魃
の
た
め
備
蓄
が
な
く
な
り
正
税
も

貢
納
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
営
田
を
佃
ら
せ
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
）
17
（

る
。
こ
の
よ
う
に
積
極
的
に
編
戸
の
身
分
を
離
脱

し
、
課
役
か
ら
逃
れ
て
富
を
殖
や
す
富
豪
浪
人
と
な
る
者
が
い
る
一
方
で
、
罹
災
に
よ
り
行
き
場
を
失
い
浮
浪
人
と
な
る
者
が
問
題
と
な

り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

特
に
、
九
世
紀
前
半
は
旱
魃
や
水
害
に
よ
る
飢
饉
や
疫
病
が
絶
え
間
な
く
続
き
、
後
半
に
な
る
と
、
大
地
震
や
火
山
噴
火
が
相
次
い
で

起
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
様
々
な
対
応
策
が
と
ら
れ
た
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
賑
給
は
、
八
世
紀
に
お
け
る
天
皇
の
有
徳
を
示
す
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
と
違
い
、
九
世
紀
に
は
実
際
の
救
済
を
重
視
し
た
も
の
に
な
る
。
併
せ
て
、
長
雨
や
旱
魃
に
備
え
て
麦
や
蕎
麦
の
栽

培
な
ど
勧
農
政
策
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
）
18
（

る
。

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
三
河
国
を
含
む
東
海
道
諸
国
で
は
交
通
の
利
便
性
が
は
か
ら
れ
、
矢
作
川
・
飽
海
川
で
も
渡
船
が
加
増
さ
れ
て

い
）
19
（
る
。
承
和
七
（
八
四
〇
）
年
六
月
に
は
全
国
的
な
飢
饉
に
よ
り
承
和
二
年
以
前
の
調
庸
未
進
分
が
免
除
さ
れ
、
東
海
道
・
東
山
道
・
山

陽
道
の
駅
戸
は
三
年
分
の
田
租
が
免
除
さ
れ
）
20
（
た
。
三
河
国
で
荒
廃
し
た
公
田
の
再
開
発
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
翌
承
和
八
年

の
こ
と
で
あ
る
。
承
和
八
年
官
符
に
み
ら
れ
る
国
力
の
衰
退
お
よ
び
人
口
減
少
は
、
前
年
の
全
国
的
な
飢
饉
の
影
響
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
八
世
紀
の
「
浮
浪
」
が
お
こ
る
要
因
は
課
役
を
逃
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
九
世
紀
に
な
る
と
自
然
環
境
の
変
化
が
加

わ
る
。
九
世
紀
に
朝
廷
は
浮
浪
人
お
よ
び
富
豪
浪
人
に
対
し
て
、
編
戸
に
新
た
な
記
録
を
加
え
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
九
世
紀
に
頻

発
す
る
自
然
災
害
の
影
響
で
本
貫
地
を
失
い
浮
浪
す
る
罹
災
者
へ
の
対
策
も
含
ま
れ
て
い
た
。

二　

九
世
紀
の
都
鄙
間
・
鄙
鄙
間
交
通
の
増
加

　

次
に
三
河
国
で
の
勧
農
政
策
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
承
和
八
（
八
四
一
）
年
官
符
が
三
河
国
に
下
さ
れ
、
同
国
に
お
い
て
勧
農
政
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策
が
開
始
さ
れ
た
。
当
官
符
は
、
貞
観
十
二
（
八
七
〇
）
年
十
二
月
二
十
五
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
八
）
に
引
用
さ
れ
る

（
カ
ギ
カ
ッ
コ
部
分
）。

　
　

太
政
官
符

　
　

一
、
可
∮耕
㍼‒

食
荒
田
㍽更
延
∫年
限
㊧事

　
　

右
、
造
式
所
起
請
云
。「
太
政
官
承
和
八
年
五
月
五
日
下
㍼三
河
国
㍽符
云
。
是
国
本
有
㍼水
土
宜
㍽頗
開
㍼官
田
⊿
当
今
国
衰
民
少
。
荒

疾
殊
多
。
謹
案
㍼天
長
元
年
八
月
廿
日
格
㍽云
。
諸
国
荒
田
、
一
身
之
間
、
永
聴
㍼耕
食
⊿
但
六
年
之
後
徴
㍾租
如
㍾法
者
。
或
百
姓
在

㍾格
耕
営
未
㍾経
㍼幾
年
㍽身
早
死
去
。
爰
開
発
之
功
空
充
、
収
穫
之
秋
不
㍾続
。
因
㍾茲
相
憚
無
㍾心
㍼開
発
⊿
望
請
、
至
㍼于
此
類
㊥
更
准
㍼

令
文
㍽延
㍾以
㍼六
年
㊥
徴
㍾租
之
法
同
拠
㍼格
意
㊥
以
潤
㍼彼
孤
寡
之
家
⊿
然
則
公
田
益
開
、
私
業
遠
譫
。
謹
請
㍼　

官
裁
㍽者
。
被
㍼右
大

臣
宣
㍽云
。
依
㍾請
者
。」
件
格
只
下
㍼一
国
㍽未
㍾施
㍼諸
道
⊿
伏
望
。
下
㍼五
畿
内
七
道
諸
国
㊥
普
令
㍼遵
行
㍽者
。
従
三
位
守
大
納
言
兼

左
近
衛
大
将
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
基
経
宣
。
奉　

㍾勅
。
依
㍾請
。

　
　
　

貞
観
十
二
年
十
二
月
廿
五
日

　

承
和
八
年
五
月
五
日
三
河
国
に
下
し
た
符
に
よ
る
と
、
三
河
国
は
本
来
、
水
・
土
の
便
宜
が
有
り
、
そ
の
た
め
官
田
と
し
て
国
有
地
の

開
発
に
努
め
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
頃
は
以
前
と
比
べ
国
力
も
衰
え
、
民
も
減
少
し
て
い
る
。
天
長
元
（
八
二
四
）
年
八
月
二
十
日
格

に
よ
る
と
、
諸
国
の
荒
田
開
発
が
許
可
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
開
発
者
の
生
存
中
は
そ
の
者
の
耕
作
を
許
し
、
租
税
も
六
年
間
は
徴
収
し
な

い
が
、
開
発
者
が
開
発
六
年
未
満
で
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
土
地
は
収
公
さ
れ
徴
税
は
免
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
開
発
気
力
を
失

く
し
て
し
ま
う
と
し
て
、
開
発
者
が
死
亡
し
た
場
合
も
開
発
後
六
年
間
は
遺
族
へ
の
租
税
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
太
政
官
に
訴
え
、
こ
れ

を
許
可
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
三
河
国
で
は
公
田
開
発
・
再
開
発
が
始
ま
っ
た
。

　

一
方
、
仁
寿
三
（
八
五
三
）
年
に
は
美
濃
国
か
ら
の
訴
え
で
、
諸
王
ら
が
畿
外
に
自
由
に
出
入
り
し
騒
然
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
伝
え



（ 　 ）

愛知県立大学大学院国際文化研究科論集第19号（2018）

三
四

55

ら
れ
）
21
（

る
。

　

こ
の
時
期
、
関
が
停
）
22
（

廃
さ
れ
た
影
響
で
、
諸
王
や
地
方
官
が
都
鄙
間
を
自
由
に
往
来
し
て
い
た
。
都
あ
る
い
は
諸
国
へ
向
か
う
の
は
国

司
な
ど
官
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
陸
奥
・
出
羽
の
夷
俘
の
な
か
に
は
国
境
か
ら
出
て
入
京
す
る
も
の
や
、
播
磨
の
夷
俘
五
人
が
近
江
に
自

由
に
出
入
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
）
23
（

る
。
さ
ら
に
、
豊
前
・
長
門
等
の
国
司
が
過
所
を
発
給
せ
ず
唐
人
を
自
由
に
入
京
さ
せ
て

い
る
事
態
も
生
じ
て
い
）
24
（

る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
人
々
の
往
来
は
、
都
の
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
の
畿
外
へ
の
移
動
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
が

み
て
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
都
鄙
間
以
外
に
も
、
地
方
の
富
豪
層
と
相
互
の
つ
な
が
り
を
求
め
る
よ
う
な
地
域
間
（
鄙
鄙
間
）
の
往
来
も
増

加
し
て
い
た
。
地
方
と
都
、
地
方
か
ら
地
方
へ
の
相
互
往
来
の
増
加
が
、
都
の
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
と
諸
国
の
百
姓
、
国
司
等
と
の
関
係

を
助
長
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
も
の
の
、
承
和
八
（
八
四
一
）
年
を
起
点
に
三
河
国
で
始
ま
る
勧
農
政
策
は
、
貞
観
十
二
（
八
七
〇
）
年

に
全
国
的
な
実
施
へ
つ
な
が
っ
た
。

　

全
国
的
な
勧
農
政
策
は
施
行
さ
れ
て
早
々
、
翌
年
に
は
三
河
国
か
ら
の
訴
え
に
基
づ
く
美
濃
国
の
解
に
よ
り
、
甲
斐
・
武
蔵
国
に
対
し

て
駅
馬
の
不
正
使
用
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
朝
廷
は
、
諸
国
で
人
馬
等
を
強
雇
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
国
司
の
責
任
で

強
盗
と
同
罪
と
し
て
扱
う
よ
う
命
じ
て
お
り
、
東
国
へ
向
か
う
御
馬
使
等
の
駅
馬
の
私
的
利
用
を
禁
止
し
）
25
（
た
。

　

承
和
二
（
八
三
五
）
年
に
渡
船
が
加
増
さ
れ
た
矢
作
川
お
よ
び
飽
海
川
の
そ
の
後
の
様
子
は
、
寛
平
六
（
八
九
四
）
年
七
月
十
六
日
太

政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
）
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
官
符
に
よ
る
と
「
諸
院
・
諸
宮
・
諸
司
・
諸
家
の
使
等
」
が
都
に

調
物
を
進
上
す
る
た
め
に
往
還
す
る
船
・
車
・
人
馬
を
強
雇
し
運
輸
に
混
乱
が
生
じ
て
い
た
。
貞
観
十
二
年
の
全
国
規
模
の
公
田
開
発
が

始
ま
っ
て
約
二
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
の
使
は
官
船
ま
で
も
強
雇
す
る
都
に
向
か
う
私
的
な
輸
送
を
増
加
さ
せ
、

租
税
の
輸
送
が
妨
害
さ
れ
る
事
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
矢
作
川
・
飽
海
川
を
通
過
す
る
官
物
輸
送
以
外
の
運
送
量
が
相
当
数
に
の

ぼ
り
、
入
り
乱
れ
て
い
る
様
子
が
伝
わ
る
。
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以
降
も
、
相
次
い
で
以
下
の
よ
う
な
禁
制
が
出
さ
れ
た
が
、
都
の
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
と
諸
国
の
富
豪
層
と
の
つ
な
が
り
が
断
た
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

・
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
六
月
十
七
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
）
で
は
、
諸
院
諸
宮
家
の
使
が
調
庸
の
未
進
分
を
徴
収

す
る
た
め
に
国
司
の
許
可
を
経
ず
に
諸
国
に
入
る
こ
と
を
禁
じ
た
。

　

・
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
に
は
院
使
等
が
党
を
結
ん
で
、
路
頭
で
駄
馬
を
追
い
、
あ
る
い
は
津
辺
で
船
を
奪
っ
て
、
調
や
官
米
の
輸
送

に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
現
状
を
上
総
・
越
後
国
が
訴
え
、
尾
張
・
三
河
を
は
じ
め
九
国
に
禁
止
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
）
26
（

た
。

　

・
寛
平
七
（
八
九
五
）
年
三
月
二
十
三
日
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
四
）
に
は
、
王
臣
家
が
百
姓
に
私
物
を
出
挙
す
る
こ
と
を
禁
じ
て

い
る
。

　

・
寛
平
八
（
八
九
六
）
年
四
月
二
日
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六
）
に
、
百
姓
の
荒
田
お
よ
び
閑
地
の
規
制
を
緩
和
し
、
一
町
の
う
ち

二
段
耕
作
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
し
た
。

　

こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
延
喜
二
（
九
〇
二
）
年
に
は
初
め
て
荘
園
整
理
令
が
出
さ
れ
た
。
九
通
の
う
ち
の
四
通
が
院
宮
王
臣
家
の

荘
を
停
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
四
月
十
一
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
二
十
）
は
、
三
河
国
内
で
資
産
を
持
つ
者
た
ち
が
諸
衛
府
の
舎
人
と
と
も

に
、
諸
院
・
諸
宮
・
諸
王
臣
家
の
雑
色
と
な
り
、
み
な
本
司
や
本
主
の
威
権
を
仮
り
て
国
司
や
郡
司
の
差
科
に
遵
わ
ず
、
税
を
納
め
な
い

状
況
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
国
務
遂
行
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
河
内
・
三
河
・
但
馬
三
国
か
ら
の

解
が
引
用
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
国
で
永
く
疲
弊
し
困
窮
す
る
民
の
多
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
当
官
符
で
は
諸
司
、
史
生
以
下
諸
衛
舎

人
や
諸
院
・
諸
宮
・
王
臣
家
等
の
人
お
よ
び
散
位
、
位
子
に
対
し
て
、
省
に
留
ま
り
本
来
の
職
務
を
全
う
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
三
河
国
の
富
豪
層
も
下
級
官
人
と
し
て
事
実
上
、
公
田
を
私
物
化
す
る
者
が
多
数
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
う
し
た

資
産
を
殖
や
す
公
田
開
発
者
と
都
の
貴
顕
と
の
結
び
つ
き
は
、
朝
廷
の
立
場
で
は
徴
税
が
滞
り
、
国
内
が
疲
弊
す
る
事
態
を
招
く
存
在
と

し
て
映
る
。
課
役
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
百
姓
が
富
豪
層
の
も
と
に
集
ま
り
、
富
豪
層
の
も
と
で
公
田
開
発
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
班
田
を
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放
棄
し
な
い
者
に
負
担
が
加
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
租
税
が
免
除
さ
れ
る
公
田
開
発
者
た
る
富
豪
層
は
さ
ら
に
富
を
蓄
積

し
て
い
た
こ
と
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
富
豪
層
と
関
わ
り
を
持
た
な
い
者
に
は
国
衙
の
負
担
が
増
し
た
こ
と
で
、
疲
弊
し
逃
亡
す

る
者
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
状
況
は
、
延
喜
五
（
九
〇
五
）
年
十
一
月
三
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
）
か
ら
も
伝

え
ら
れ
）
27
（

る
。
う
ち
一
通
「
応
に
諸
院
宮
家
の
狩
使
を
禁
止
す
べ
き
事
」
に
は
、
都
の
「
諸
院
宮
家
の
狩
使
」
が
狩
猟
の
た
め
に
春
月
に
な

る
と
国
に
来
て
は
、
耕
作
が
終
わ
り
官
物
を
納
め
た
民
や
馬
を
使
役
さ
せ
る
た
め
、
馬
の
半
数
以
上
が
死
亡
し
、
使
役
さ
れ
る
民
も
大
半

は
逃
散
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
三
河
国
で
の
行
為
に
対
し
、
国
司
等
が
諸
院
宮
家
の
使
に
抗
議
を
し
て
も
そ
の
猛
威
に
勝
て

ず
、
使
の
従
者
た
ち
は
民
家
に
乱
入
し
て
財
物
を
掠
奪
し
た
り
、
諸
院
宮
家
へ
訴
訟
を
お
こ
し
た
国
司
等
に
対
し
て
、
訴
訟
を
混
乱
さ
せ

る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

　

諸
院
宮
家
の
使
の
三
河
国
で
の
掠
奪
や
訴
訟
へ
の
妨
害
行
為
は
、
国
務
を
遂
行
す
る
朝
廷
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
で
あ
り
、
諸
院
宮
家

に
と
っ
て
は
自
ら
の
権
利
の
行
使
で
あ
る
。
官
符
は
国
司
の
訴
え
で
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
事
実
を
記
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か

し
、
諸
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
と
結
び
つ
い
た
富
豪
層
が
公
田
開
発
者
の
な
か
に
お
り
、
朝
廷
に
と
っ
て
は
徴
税
が
脅
か
さ
れ
る
事
態
に

な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
承
和
八
年
を
起
点
に
三
河
国
で
始
ま
っ
た
勧
農
政
策
は
成
果
を
あ
げ
、
全

国
規
模
で
施
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
三
河
国
以
外
の
諸
国
に
お
い
て
も
富
豪
層
の
出
現
を
助
長
す
る
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
）
28
（
る
と
い
え

る
。

　

し
か
し
全
国
的
な
飢
饉
の
な
か
で
、
な
ぜ
三
河
国
で
勧
農
政
策
が
行
わ
れ
た
の
か
。
そ
れ
が
な
ぜ
全
国
的
な
政
策
へ
と
拡
大
し
た
の

か
、
次
に
言
及
し
て
い
く
。

三　

九
世
紀
の
勧
農
政
策
の
要
因

　

承
和
八
（
八
四
一
）
年
官
符
を
起
点
と
し
て
、
三
河
国
で
勧
農
政
策
が
行
わ
れ
た
要
因
は
何
か
。
三
河
で
の
政
策
を
全
国
で
行
う
こ
と
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が
、
諸
国
で
富
豪
層
の
増
加
を
助
長
す
る
も
の
と
予
測
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
三
河
国
で
勧
農
政
策
が
行
わ
れ
た
理
由
と
し
て
三
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

ひ
と
つ
目
は
、
九
世
紀
に
諸
王
臣
の
土
地
へ
の
意
識
変
化
が
あ
る
。
西
別
府
氏
が
「
九
世
紀
の
賜
田
と
土
地
政
策
」
の
な
か
で
八
・
九

世
紀
に
お
け
る
賜
田
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
参
考
に
し
た
）
29
（

い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
九
世
紀
の
諸
王
臣
の
賜
田
は
、
荒
廃
田
お

よ
び
空
閑
地
が
占
め
る
。
天
長
期
に
朝
廷
は
、
常
荒
田
や
未
墾
地
の
開
発
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、
貴
族
層
の
開
発
・
再
開
発
の
成
果

と
し
て
条
件
付
き
で
私
財
化
を
認
め
る
一
方
、
諸
王
臣
に
も
荒
廃
地
・
未
墾
地
を
賜
与
し
て
い
）
30
（

た
。
九
世
紀
の
諸
王
臣
の
賜
田
は
一
部
を

除
き
、
大
半
が
畿
内
・
近
国
に
所
在
す
る
。
東
海
道
に
は
比
較
的
都
に
近
い
美
濃
、
尾
張
に
も
置
か
れ
て
い
た
。
都
か
ら
や
や
離
れ
る
遠

江
や
信
濃
に
も
置
か
れ
た
も
の
の
承
和
八
年
当
時
、
三
河
に
は
な
か
っ
た
。
朝
廷
は
諸
王
臣
の
賜
田
が
な
い
三
河
国
に
お
い
て
公
田
を
再

開
発
す
る
こ
と
で
、
ど
の
程
度
、
租
税
の
増
加
が
見
込
め
る
か
を
は
か
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

二
つ
目
と
し
て
、
大
規
模
災
害
の
発
生
に
よ
る
罹
災
者
の
増
加
が
挙
げ
ら
れ
る
。
九
世
紀
、
関
東
・
東
北
を
は
じ
め
と
す
る
諸
国
で

は
、
火
山
噴
火
や
地
震
が
相
次
い
で
発
生
し
、
そ
れ
に
伴
う
よ
う
に
飢
饉
や
反
乱
が
起
き
て
い
る
。
特
に
、
承
和
八
年
は
二
月
に
信
濃
国

で
地
震
が
起
こ
り
家
屋
が
倒
壊
）
31
（
し
、
七
月
の
伊
豆
国
の
地
震
で
は
里
が
壊
滅
状
態
に
陥
っ
て
い
）
32
（
た
。
承
和
七
年
の
全
国
的
な
飢
）
33
（
饉
に
続

く
、
翌
年
の
大
地
震
の
被
害
で
あ
る
。
信
濃
・
伊
豆
の
地
震
で
は
班
田
が
損
失
し
、
あ
る
い
は
放
棄
さ
れ
、
浮
浪
す
る
人
々
が
増
加
し
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
地
域
の
人
々
が
減
少
す
る
こ
と
で
、
耕
作
請
負
人
が
い
な
く
な
っ
た
公
田
は
増
加
し
荒
廃
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
三
河
国
で
は
過
去
の
災
害
対
策
を
参
考
）
34
（
に
、
公
田
開
発
・
再
開
発
を
太
政
官
に
申
請
し
許
可
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
信
濃
や
伊

豆
で
甚
大
な
被
害
が
あ
っ
た
な
か
で
三
河
国
は
、
た
と
え
荒
廃
田
が
増
加
し
て
い
た
と
し
て
も
周
辺
諸
国
に
比
べ
れ
ば
被
害
は
少
な
い
方

で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
周
辺
諸
国
の
罹
災
者
が
三
河
国
に
来
て
荒
廃
し
た
公
田
を
耕
作
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
35
（
か
。

　

さ
ら
に
三
つ
目
と
し
て
、
政
策
の
推
進
に
三
河
国
出
身
の
大
判
事
興
原
敏
久
の
存
在
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
興
原
敏
久
は
『
弘
仁
格

式
』（
弘
仁
十
一
〔
八
二
〇
〕
年
頃
成
立
）、『
令
義
解
』（
天
長
十
〔
八
三
三
〕
年
成
立
）
の
編
集
に
関
わ
っ
た
業
績
が
あ
り
、
政
府
で
も

重
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
彼
の
出
身
地
が
選
ば
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
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こ
う
し
て
行
わ
れ
た
政
策
は
、
信
濃
や
伊
豆
の
罹
災
者
も
加
わ
り
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

朝
廷
は
た
び
た
び
諸
王
臣
の
山
野
独
占
を
禁
止
し
、
墾
田
を
制
限
し
て
き
た
。
し
か
し
、
承
和
年
間
に
な
る
と
、
収
公
し
た
空
閑
地
や

荒
田
等
を
賜
田
と
し
て
諸
王
臣
に
与
え
、
永
続
的
な
資
財
と
し
て
認
め
る
よ
う
に
な
）
36
（

る
。
政
策
の
転
換
は
大
規
模
災
害
へ
の
対
応
策
と
捉

え
ら
れ
る
。
一
方
で
賜
田
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
諸
王
諸
臣
ら
は
地
方
へ
の
土
地
経
営
を
求
め
、
ま
た
地
方
の
国
司
等
も
都
の
貴
顕
の
権

威
を
借
り
る
こ
と
で
私
財
を
殖
や
そ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
三
河
国
で
の
勧
農
政
策
を
全
国
規
模
に
拡
大
し

よ
う
と
推
進
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
三
河
国
で
の
政
策
が
全
国
で
行
わ
れ
る
に
至
る
が
、
貞
観
十
一
（
八
六
九
）
年
は
五
月
に
陸
奥
国
で
大
地
震
が
あ
り
多
賀
城

下
ま
で
大
津
波
が
押
し
寄
せ
、
多
数
の
死
者
を
出
す
被
害
を
被
っ
て
い
る
。
ま
た
七
月
に
も
京
都
で
地
震
が
起
き
て
い
る
が
、
大
和
国
椋

橋
山
河
岸
崩
壊
も
地
震
に
よ
る
影
響
と
み
ら
れ
る
。
肥
後
国
で
は
大
風
雨
に
よ
る
家
屋
倒
壊
と
海
水
の
浸
水
が
報
告
さ
れ
る
年
で

あ
っ
）
37
（
た
。
た
び
重
な
る
災
害
の
影
響
に
よ
り
諸
国
が
疲
弊
す
る
な
か
で
火
急
の
対
応
に
せ
ま
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
翌
年
の
全
国
規
模
で

の
公
田
再
開
発
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
三
河
国
を
端
緒
と
し
、
全
国
規
模
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
公
田
開
発
・
再
開
発
は
、
全
国
的
に
都
の
院
宮
王
臣
家
・
諸

司
と
の
関
係
を
も
つ
「
富
豪
之
輩
」
を
生
み
出
し
、
富
豪
層
を
増
加
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
に
は
地
震
を
は
じ
め
と

す
る
大
規
模
災
害
が
頻
発
し
た
こ
と
で
土
地
を
失
い
浮
浪
す
る
罹
災
者
へ
の
救
済
策
で
あ
る
と
と
も
に
、
安
定
し
た
徴
税
対
策
と
し
て
、

や
む
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

朝
廷
に
と
っ
て
三
河
国
を
治
め
る
う
え
で
富
豪
層
が
問
題
に
な
っ
た
頃
に
は
、
す
で
に
全
国
的
な
公
田
開
発
・
再
開
発
が
進
ん
で
お

り
、
三
河
国
で
禁
制
を
出
し
て
も
同
様
の
現
象
が
他
国
で
起
こ
る
と
い
う
よ
う
に
、
富
豪
層
に
対
す
る
問
題
は
全
国
規
模
に
拡
大
し
て
い

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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む
す
び

　

以
上
、
承
和
八
年
官
符
を
起
点
と
す
る
勧
農
政
策
が
三
河
国
で
行
わ
れ
た
経
緯
と
、
こ
の
政
策
が
全
国
規
模
で
実
施
さ
れ
た
要
因
を
考

察
し
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

三
河
国
で
の
勧
農
政
策
は
、
前
年
の
飢
饉
、
同
年
の
信
濃
・
伊
豆
で
の
地
震
で
罹
災
し
た
人
々
へ
の
対
応
策
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

承
和
八
年
官
符
に
み
ら
れ
る
三
河
国
で
の
国
力
衰
退
お
よ
び
人
口
減
少
は
、
前
年
の
全
国
的
な
飢
饉
と
、
同
年
の
地
震
被
害
の
影
響
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
河
国
は
他
国
に
比
べ
る
と
地
震
等
、
被
害
が
大
き
く
な
い
方
で
、
さ
ら
に
、
王
臣
賜
田
が
な
か
っ
た
た
め
、

租
税
の
増
加
や
政
策
の
効
果
を
判
断
し
や
す
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
耕
作
に
は
本
貫
地
を
失
っ
た
罹
災
者
を
当
て
、
罹
災
者
支
援
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

　

こ
の
政
策
が
貞
観
十
二
年
に
全
国
で
実
施
さ
れ
る
前
年
に
も
陸
奥
・
京
都
・
肥
後
で
未
曾
有
の
大
規
模
災
害
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
全
国
で
の
実
施
も
罹
災
し
本
貫
地
を
損
失
し
た
人
々
へ
の
救
済
策
と
し
て
始
め
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
、
三
河
国
で
の
勧
農
政
策
を
機
に
王
臣
賜
田
の
対
象
に
な
ら
な
い
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
は
地
方
へ
の
土
地
経
営
を
求
め
、
地

方
の
国
司
等
と
私
的
結
合
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
地
方
の
国
司
等
は
都
の
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
と
私
的
結
合
を
も
つ
こ
と
で
、
勧
農
政
策

の
全
国
で
の
実
施
を
推
進
し
た
の
で
は
な
い
か
。
当
政
策
の
全
国
で
の
実
施
以
降
、
諸
国
で
富
豪
層
は
さ
ら
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
本
貫

地
を
失
っ
た
罹
災
者
は
疲
弊
し
て
い
た
が
、
都
の
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
と
関
係
を
結
ぶ
地
方
の
富
豪
層
は
勧
農
政
策
を
通
じ
て
さ
ら
に
富

を
殖
や
し
、
富
の
格
差
が
広
が
っ
て
い
っ
た
状
況
が
窺
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
全
国
的
な
勧
農
政
策
が
始
ま
る
以
前
は
、
畿
内
・
近
国
と
大
宰
府
管
内
等
一
部
の
国
を
除
い
て
、
都

の
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
と
関
係
を
結
ぶ
地
方
の
富
豪
層
は
限
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、
貞
観
十
二
年
官
符
を
起
点
と
し
て
全
国
的
な
増
加
に

つ
な
が
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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注（
１
） 

戸
田
芳
実
「
平
安
初
期
の
国
衙
と
富
豪
層
」『
日
本
領
主
制
成
立
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
。
初
出
一
九
五
九
年
）、
同
氏
「
中
世

成
立
期
の
国
家
と
農
民
」『
初
期
中
世
社
会
史
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
。
初
出
一
九
六
八
年
）。

 
 

戸
田
氏
を
含
め
富
豪
層
を
扱
っ
た
研
究
は
多
数
あ
る
が
、
本
稿
で
は
本
文
に
掲
載
し
た
も
の
の
他
に
、
河
音
能
平
「
中
世
封
建
時
代
の
土
地
制
度

と
階
級
構
成
」（『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
。
初
出
一
九
六
四
年
）、
同
氏
「
日
本
封
建
国
家
の
成
立
を
め
ぐ
る

二
つ
の
階
級
」（『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
。
初
出
一
九
六
二
年
）、
吉
川
真
司
「
院
宮
王
臣
家
」（
吉
川
真
司
編

『
日
本
の
時
代
史
５　

平
安
京
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
西
山
良
平
「
平
安
京
と
周
辺
農
村
」（
坪
井
清
足
・
平
野
邦
雄
監
修
、
町

田
章
・
鬼
頭
清
明
編
『
新
版
﹇
古
代
の
日
本
﹈
第
六
巻　

近
畿
Ⅱ
』
所
収
、
角
川
書
店
、
一
九
九
一
年
）、
市
大
樹
「
九
世
紀
畿
内
地
域
の
富
豪
層

と
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
六
三
号
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
し
た
。

（
２
） 

戸
田
芳
実
「
平
安
初
期
の
国
衙
と
富
豪
層
」（
前
掲
注
１
）
一
八
〜
二
三
ペ
ー
ジ
。

（
３
） 

戸
田
芳
実
「
中
世
成
立
期
の
国
家
と
農
民
」（
前
掲
注
１
）
一
七
〜
二
六
ペ
ー
ジ
。

（
４
） 

『
新
編
岡
崎
市
史
１　

原
始
・
古
代
』（
新
編
岡
崎
市
史
編
集
委
員
会
、
一
九
九
二
年
。〔
第
七
章
、
荒
木
敏
夫
氏
執
筆
〕）、
荒
木
敏
夫
「
三
河
大

伴
氏
」『
敗
者
の
日
本
史
４　

古
代
日
本
の
勝
者
と
敗
者
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）
一
八
九
〜
一
九
三
ペ
ー
ジ
。

（
５
） 

貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）
十
二
月
二
十
五
日
太
政
官
符
所
引
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
八
）。
以
下
、
貞
観
十
二
年
十
二
月
二
十
五
日
太
政
官
符
は

「
貞
観
十
二
年
官
符
」、
承
和
八
年
五
月
五
日
太
政
官
符
は
「
承
和
八
年
官
符
」
と
記
す
。

（
６
） 

『
新
編
岡
崎
市
史
１　

原
始
・
古
代
』（
第
七
章
、
荒
木
敏
夫
氏
執
筆
）・
荒
木
敏
夫
「
三
河
大
伴
氏
」（
前
掲
注
４
）。

（
７
） 

『
新
編
岡
崎
市
史
１　

原
始
・
古
代
』（
第
七
章
、
荒
木
敏
夫
氏
執
筆
）・
荒
木
敏
夫
「
三
河
大
伴
氏
」（
前
掲
注
４
）。

（
８
） 

亀
田
隆
之
「
古
代
に
お
け
る
山
林
原
野
の
問
題
」（『
日
本
古
代
制
度
史
論
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
。
初
出
一
九
七
二
年
）。

（
９
） 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
三
年
十
二
月
庚
辰
条
な
ど
。

（
10
） 

寛
平
七
年
三
月
二
十
三
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
四
）。

（
11
） 

寺
内
浩
「
地
方
支
配
の
変
化
と
天
慶
の
乱
」（『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史
』
第
四
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）。

（
12
） 

西
別
府
元
日
「
九
世
紀
の
賜
田
と
土
地
制
策
」『
日
本
古
代
地
域
史
研
究
序
説
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
。
初
出
一
九
七
八
年
）。

（
13
） 

と
も
に
弘
仁
二
年
八
月
十
一
日
太
政
官
符
所
引
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
七
）。
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（
14
） 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
十
月
癸
丑
条
。

（
15
） 

斉
衡
二
年
六
月
二
十
五
日
太
政
官
符
所
引
、
延
暦
十
六
年
四
月
二
十
九
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
二
）。

（
16
） 
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
三
月
十
四
日
壬
戌
条
。

（
17
） 
弘
仁
十
四
年
二
月
二
十
一
日
太
政
官
奏
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
五
）。

（
18
） 
寺
内
浩
「
地
方
支
配
の
変
化
と
天
慶
の
乱
」（
前
掲
注
11
）
八
四
〜
八
五
ペ
ー
ジ
。
地
震
な
ど
災
害
に
つ
い
て
は
、
静
岡
大
学
防
災
総
合
セ
ン

タ
ー
﹇
古
代
・
中
世
﹈
地
震
・
噴
火
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
β
版
）sakuya.ed.shizuoka.ac.jp

（
二
〇
一
七
年
十
一
月
四
日
参
照
）、
寒
川
旭

『
地
震
の
日
本
史
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
二
年
版
）、
保
立
道
久
『
歴
史
の
な
か
の
大
地
動
乱
│
│
奈
良
・
平
安
の
地
震
と
天
皇
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
）
を
参
照
し
た
。

（
19
） 

承
和
二
年
六
月
二
十
九
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六
）。

（
20
） 

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
六
月
庚
申
条
。

（
21
） 

仁
寿
三
年
四
月
二
十
六
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
）。

（
22
） 

『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
七
月
甲
寅
条
。

（
23
） 

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
十
二
月
甲
戌
条
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
四
月
十
一
日
乙
酉
条
。

（
24
） 

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
四
月
十
七
日
辛
卯
条
、
同
年
五
月
二
十
一
日
甲
子
条
。

（
25
） 

貞
観
十
三
年
六
月
十
三
日
太
政
官
符
（
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
）。

（
26
） 

寛
平
六
年
七
月
十
六
日
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
）。

（
27
） 

延
喜
五
年
十
一
月
三
日
太
政
官
符
は
「
応
㍾禁‒

㍼止
諸
院
宮
家
狩
使
㍽事
」
お
よ
び
「
応
㍾禁‒

∮制
諸
院
・
諸
宮
・
諸
司
・
諸
寺
・
諸
王
臣
家
依
㍼土
浪

人
・
道
俗
等
㍽私
遣
㍼使
者
㍽弁‒

∫定
訴
訟
㊧事
」
の
二
通
あ
る
。

（
28
） 

『
新
編
岡
崎
市
史
１　

原
始
・
古
代
』（
第
七
章
、
荒
木
敏
夫
氏
執
筆
）・
荒
木
敏
夫
「
三
河
大
伴
氏
」（
前
掲
注
４
）。

（
29
） 

西
別
府
元
日
「
九
世
紀
の
賜
田
と
土
地
制
策
」（
前
掲
注
12
）
一
六
九
〜
一
七
三
ペ
ー
ジ
。

（
30
） 

西
別
府
元
日
「
九
世
紀
の
賜
田
と
土
地
制
策
」（
前
掲
注
12
）
一
五
九
〜
一
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
31
） 

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
二
月
甲
寅
条
。

（
32
） 

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
七
月
癸
酉
条
。
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（
33
） 

前
掲
注
20
。

（
34
） 

前
掲
注
17
。

（
35
） 

時
代
は
下
る
が
、
嘉
応
三
（
一
一
七
一
）
年
二
月
の
散
位
中
原
頼
貞
譲
状
案
（『
平
安
遺
文
』
三
五
七
〇
号
）
に
は
、
荒
廃
地
を
勧
農
す
る
た
め

に
浪
人
を
招
き
寄
せ
る
よ
う
記
載
さ
れ
て
い
る
。
時
代
背
景
が
異
な
る
文
書
と
は
い
え
、
浪
人
を
招
き
勧
農
を
行
う
こ
と
は
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い

た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
、
三
河
国
の
場
合
も
勧
農
政
策
を
通
じ
て
周
辺
地
域
の
浮
浪
す
る
罹
災
者
を
移
住
さ
せ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

（
36
） 

西
別
府
元
日
「
九
世
紀
の
賜
田
と
土
地
制
策
」（
前
掲
注
12
）。

（
37
） 

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
五
月
二
十
六
日
癸
未
条
・
七
月
八
日
甲
子
条
・
同
月
十
三
日 

己
巳
条
。
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Estate Class in the Province of Mikawa of the Early 
Stage of the Heian Period

Kazuko Ebisawa

 This paper explores the reasons why the agricultural policy is encouraged in 
the Province of Mikawa and the whole country in the 9th centuries. 
 According to the prior study, the social change occurred from the end of 9th to 
the 10th centuries. Economic growth of estate class is said to have changed the 
local communities in the early stage of the Heian period. They had a personal 
servitude relationship with the Imperial family and Government official. Through 
the relationship, estate class became the owner of the large-scale land. 
 The encouragement of agriculture policy began to be forced in 841 in the 
Province of Mikawa. Then, the same policy was excuted in the whole country from 
870. The policy was enforced after some large-scale disasters.Officially, the policy 
was a remedy for victims. However, it resulted in making estate class more 
wealthy, which produced a disparity in society. 
 In conclusion, the policy was enforced as a remedy for the victims of the 
large-scale disasters. As a result, estate class became the owner of the large-scale 
land through the policy.
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